
●申告しなければならない方（ 裏面の「 申告書の書き かた」 を参考にし てお書き く ださ い。 ）
　 令和６ 年１ 月１ 日現在、 北九州市の各区に住所があり 、 令和５ 年中（ 令和５ 年１ 月１ 日から 12月31日までの期間を
いいます） に所得があった方で、 次の「 申告しなく ても よ い方」 に該当しない方は、 申告が必要です。

●申告しなく てもよい方
１ 　 税務署に令和５ 年分の所得税（ 国税） の確定申告をし た方
２ 　 令和５ 年中の所得が給与所得のみで、 勤務先から 北九州市に給与支払報告書が提出さ れている 方（ 不明の

場合は、 勤務先におたずねく ださ い。 ）

●申告対象者の主な例としては（ 前項１ の確定申告をし た方は除き ま す。 ）
１ 　 個人で事業を営んでいる 方
２ 　 不動産収入がある 方
３ 　 勤務先で、 市県民税を給与から 引かれていない方（ アルバイ ト や臨時雇いの方も 含ま れま す。 ）
４ 　 令和５ 年中に退職し た方で、 再就職し ていない方
５ 　 給与所得者で、 令和５ 年中に給与以外の所得（ 地代、 家賃、 配当、 原稿料、 個人年金など）があり 、 それが

20万円以下である 方（ ※こ の金額が20万円を超える 場合は税務署に確定申告をする 必要があり ま す。 ）
６ 　 令和５ 年中の公的年金等の収入金額が400万円以下の方で、 同年中に公的年金等以外の所得（ 地代、 家賃、

配当、 原稿料、 個人年金など ） があり 、 それが20万円以下である 方（ ※こ の金額が20万円を 超える 場合は
税務署に確定申告をする 必要があり ま す。 ）

７ 　 雑損控除、 医療費控除及び寄附金税額控除など を受けよ う と する 方

●申告に必要なもの
１ 　 市民税・ 県民税申告書
２ 　 本人確認書類（ 詳細は裏面の「 ●個人番号」 を 参照し てく ださ い。 ）
３ 　 所得内容がわかる 資料（ 源泉徴収票、 雇主の給与支払証明書、 所得を証明でき る 帳簿・ 書類等）
４ 　 生命保険料・ 地震保険料・ 長期損害保険料の控除証明書、 寄附金受領証明書、 医療費控除等の明細書（ 医療

費控除の特例（ セルフメ ディ ケーショ ン税制） を申告する 場合は、 疾病の予防等への取組を明ら かにする 書
類（ イ ンフルエンザ予防接種の領収書、 市町村のがん検診の領収書又は結果通知等、 結果通知は写し 可）） 、
国民健康保険・ 介護保険・ 後期高齢者医療保険・ 国民年金等の領収書又は控除証明書

５ 　 障害者控除対象者認定書、 療育手帳等
※医療費控除等の明細書はご自身で作成し てく ださ い。
※郵送によ り 申告さ れる 方は、 ２ ～５ （ 本人確認書類、 療育手帳については写し 可） を 申告書に添付又は

同封し てく ださ い。 ※４ ，５ の書類の添付がない場合、 控除でき ない場合があり ま す。 　

●その他のお願い
・ 前年中に所得がなかった方など申告の必要がない方でも申告書裏面の「 申告する年分の生活状況」 欄を記入
のう え、 ご提出く ださい。 提出がない場合は後日、 北九州市より申告を促すことがあります。

・ 申告のない場合は所得額（ 課税・非課税）証明書の発行及び市営住宅家賃や保育料の算定ができない場合が
あり ますので、 ご注意く ださい。

●問合わせ・ 提出（ 郵送）先

令和 6 年度 市民税・ 県民税の計算のし く み
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市民税・ 県民税は令和５ 年中の所得をもとに計算します。
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※合計所得金額が2,500万円を 超える 場合、 調整控除額はあり ま せん。
※指定都市以外の標準税率は市民税6％、 県民税4％、 調整控除は市民税3％、 県民税2％と なり ま す。
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●人的控除額の求め方 ●生命保険料控除
・ 一般生命保険料控除額

新契約（ Ｈ 24.１ .１ 以後締結分）

税　 額　 控　 除　 等

・ 配当控除
・ 住宅借入金等特別税額控除
・ 寄附金税額控除
・ 外国税額控除
・ 配当割額
　 又は株式等譲渡所得割額の控除

総所得
金　 額

旧契約（ Ｈ 23.12.31以前締結分）

※新・ 旧両方の保険料がある 場合はそれぞれ上記によ り 計算し
た控除額の合計と なり ま す。 （ 限度額は28,000円）

※旧契約のみによ る 計算の方が控除額が大き く なる 場合は、 旧
契約分のみで計算し ま す。

・ 個人年金保険料控除額
　 　 一般生命保険料控除額の計算と 同じ です。

・ 介護医療保険料控除額
　 　 一般生命保険料控除額の新契約の計算と 同じ です。

　 ※合計控除限度額は70,000円です。
　 　 保険会社等の控除証明書が必要です。

（ 最高25，000円）

支払った保険料（ Ａ ）

控　 除　 額

（ Ａ ）×1／2

●地震保険料控除額
・ 地震保険契約

　 地震等を原因とする火災・ 損壊・ 埋没又は流出による損害に基
因して保険金等が支払われる損害保険契約等に係る地震等損
害部分の保険料

（ 最高10，000円）

支払った保険料（ B）

5,000円以下

5,000円超

控　 除　 額

全額

（ Ｂ ）×1／2＋2,500円

・ 旧長期損害保険契約
　 保険期間や共済期間が10年以上の契約で満期返戻金などを
支払う旨の特約がある場合

※控除の最高限度額は地震・ 長期合わせて 25,000円です。 保険
会社等の控除証明書が必要です。

税　 額
控除等

支払っ た保険料（ Ｂ ）

15,000円以下

15,001円以上40,000円以下

40,001円以上70,000円以下

70,001円以上

控　 除　 額

全額

（ Ｂ ） ×1/2＋　 7,500円

（ Ｂ ） ×1/4＋17,500円

35,000円

収入金額から
必要経費等を
控除し た金額

給与について
は、 給与所得
控除額等を 控
除し た金額

公的年金等に
ついては公的
年金控除額を
控除し た金額

支払っ た保険料（ Ａ ）

12,000円以下

12,001円以上32,000円以下

32,001円以上56,000円以下

56,001円以上

控　 除　 額

全額

（ Ａ ） ×1/2＋　 6,000円

（ Ａ ） ×1/4＋14,000円

28,000円

1，500円

※県民税均等割額1,500円のう ち 、
　 500円は森林環境税相当額です。

※森林環境税（ 国税）
1,000 円を含みま す。

北九州市からのお知らせ

●自宅で申告書作成や税額試算ができます

　 パソ コ ンの難し い知識がなく ても 、 市ホームページ上で所得等の状況を入力する だけで、 市民税・ 県民税申告書の作成や税額試算ができ ま す。

　 詳し く は市ホームページ（ https://w w w .city.kitakyushu.lg.jp/zaisei/08801008.htm l） をご覧く ださ い。

●市民税・ 県民税の申告書がスマート フォンで提出できます

　 個人の市民税・ 県民税申告書を、 ス マート フォ ンを使ってオンラ イ ンで提出でき ま す。

　 申請方法など 詳細については、 市ホームページ（ https://w w w .city.kitakyushu.lg.jp/zaisei/08801112.htm l） をご覧く ださ い。

●令和６ 年度　 個人市民税・ 県民税に関する税制改正の主な内容

１ 　 上場株式等の配当等及び譲渡所得等に係る 課税方式の選択方法の見直し  ２ 　 森林環境税の導入

３ 　 扶養親族における 国外居住親族の取扱いの見直し

※内容の詳細についてはホームページ又は右ページ「 問合わせ・ 提出（ 郵送） 先」 までお問い合わせく ださ い。

※ホームページ： 北九州市のト ッ プページ 〉  く ら し の情報 〉  税金 〉  個人市民税 〉  税制改正について 〉  

　 　 　 　 　 　 　 　 令和 6 年度以降適用さ れる 税制改正について

　 市民税・ 県民税につき まし ては、 日頃から ご協力をいただき 厚く お礼申し 上げます。

　 こ の申告は、 あなたの市民税・ 県民税を計算する ための課税資料と し て、 また所得額（ 課税・ 非課税） 証明書な

どを発行する 場合の資料と し て大切なも のですので、こ の手引き をよ く お読みになり 、提出期限（ ３ 月 15 日）

までに申告書を原則郵送又はオンラ イ ンでご提出く ださ い。（ オンラ イ ン提出については、 末尾に記載）

●申告受付場所・ 日時

令和 6 年度分　 市民税・ 県民税申告の手引き

納税者本人の所得金額 900万円以下
900万円超

950万円以下
950万円超

1,000万円以下

配 偶 者
控　 　 除

一般 33万円 22万円 11万円

老人 38万円 26万円 13万円

配

偶

者

特

別

控

除

所 得 金 額 控　 　 除　 　 額

48万円超
95万円以下

33万円 22万円 11万円

95万円超
100万円以下

33万円 22万円 11万円

100万円超
105万円以下

31万円 21万円 11万円

105万円超
110万円以下

26万円 18万円 ９ 万円

110万円超
115万円以下

21万円 14万円 ７ 万円

115万円超
120万円以下

16万円 11万円 ６ 万円

120万円超
125万円以下

11万円 ８ 万円 ４ 万円

125万円超
130万円以下

６ 万円 ４ 万円 ２ 万円

130万円超
133万円以下

３ 万円 ２ 万円 １ 万円

障害者控除
（ 特別障害者）

（ 同居特別障害者）

26万円
30万円
53万円 扶

養

控

除

①一般（ H19.1.1以前生ま れで②～④以外） 33万円

②特定（ H12.1.2以降H16.1.1以前生ま れ） 45万円

寡婦控除
ひと り 親控除

26万円
30万円 ③老人（ S28.1.1以前生ま れ） 38万円

勤労学生控除 26万円 ④同居の老親等 45万円

基

礎

控

除

納税者本人の合計所得金額 控　 除　 額

2,400万円以下 43万円

2,400万円超 2,450万円以下 29万円

2,450万円超 2,500万円以下 15万円

2,500万円超 なし

東部市税事務所　 小倉南税務課
〒 802-8510　 北九州市小倉南区若園五丁目１ 番２ 号（ 小倉南区役所内）
電話（ 直通）　（ ０ ９ ３ ） ９ ５ １ －１ ０ ２ ３

受　 　 付　 　 場　 　 所 日　 程 時　 間

小倉南区役所
小倉南税務課

（ ３ 階）
２ 月26日（ 月）～３ 月15日（ 金）

午前８ 時30分～午後５ 時

土曜・ 日曜・ 祝日は除く
木曜日は午後７ 時ま で

（ 受付は午後6時45分ま で）

北九州農業協同組合
東谷支店

会議室（ ２ 階） ２ 月13日（ 火） 午前10時～午後１ 時

小倉南区役所　 曽根出張所 会議室（ １ 階） ２ 月14日（ 水）～２ 月15日（ 木）
14日： 午前９ 時～午後４ 時
15日： 午前９ 時～午後３ 時

小倉南区役所　 両谷出張所 会議室（ １ 階） ２ 月19日（ 月）～２ 月20日（ 火）
19日： 午前９ 時～午後３ 時
20日： 午前９ 時～午前12時

※日程によ り 一部受付時間が異なり ま すので、 ご注意く ださ い。
※申告内容によ っては、 受付に時間を要する 場合があり ま すので、 時間にゆと り をも っておいでく ださ い。
※ご来庁の際は、 なる べく 公共交通機関をご利用く ださ い。

https://www.city.kitakyushu.lg.jp/zaisei/08801008.html
https://www.city.kitakyushu.lg.jp/zaisei/08801112.html

